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厚 生 労 働 省 医 政 局 総 務 課 長 
（ 公 印 省 略 ） 
厚 生 労 働 省 医 政 局 参 事 官 
（特定医薬品開発支援・医療情報担当） 
（ 公 印 省 略 ） 
厚 生 労 働 省 医 薬 局 総 務 課 長 
（ 公 印 省 略 ） 
厚生労働省保険局医療介護連携政策課長 
（ 公 印 省 略 ） 
 
 

電子処方箋の活用・普及の促進に向けた協力依頼について  
 

 

日頃から厚生労働行政に対して御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。  
電子処方箋の活用・普及の促進については、「医療費適正化に関する施策につ

いての基本的な方針」（令和５年厚生労働省告示第 234 号）において、医薬品の

適正使用の推進のため、都道府県の取組として、「医療機関及び薬局における重

複投薬等の確認を可能とする電子処方箋の普及促進（中略）等を行うことが考え

られる」とお示ししているところです。第四期医療費適正化計画に基づく電子処

方箋の活用・普及に向けて、都道府県が環境整備として実施する医療機関等への

導入費用の助成を補助するため、厚生労働省においては電子処方箋の活用・普及

の促進事業を実施し、都道府県と協働した取組を進めているところです。 



また、電子処方箋については、「医療 DX の推進に関する工程表」（令和５年６

月２日医療 DX 推進本部決定）において、「概ね全国の医療機関・薬局に対し、

2025 年３月までに普及させる」とされており、令和６年４月 22 日デジタル行財

政改革会議において、内閣総理大臣から厚生労働大臣に対し、政府目標に向けた

対応を進めるよう指示があったところです。 

これまでも都道府県におかれましては、電子処方箋の活用・普及の促進に向け

た取組を進めていただいているところですが、今年度中の一層の普及を図るた

め、都道府県内の関係課（部）で連携の上、電子処方箋の活用・普及の促進事業

の活用について、改めて御検討いただきますよう御協力お願い申し上げます。 

 併せて、総務省を通じて各都道府県に通知しております「マイナ保険証利用促

進集中取組月間」における積極的な対応の協力依頼について」（令和６年６月 27

日付け通知）（別添１）により、公的病院等における電子処方箋の令和６年度内

の導入に向けた取組について依頼しているところですが、引き続き今年度中の電

子処方箋の導入に向け、各病院の対応の促進をお願い申し上げます。 

 

 

【別添資料】 

・別添１：「マイナ保険証利用促進集中取組月間」における積極的な対応の協力

依頼について（令和６年６月 27 日付け通知） 

・別添２：電子処方箋参考資料 
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令和６年６月２７日 

 

総 務 省 自 治 財 政 局 長 

財 務 省 主 計 局 長 

文部科学省初等中等教育局長 

文部科学省高等教育局長 

文部科学省研究振興局長 

厚 生 労 働 省 医 政 局 長       殿 

厚生労働省労働基準局長 

厚生労働省社会・援護局長  

厚生労働省大臣官房厚生科学課長  

農 林 水 産 省 経 営 局 長 

防 衛 省 人 事 教 育 局 長 

 

デジタル庁国民向けサービスグループ統括官 

（ 公 印 省 略 ） 

厚 生 労 働 省 医 薬 局 長 

（ 公 印 省 略 ） 

厚 生 労 働 省 保 険 局 長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

「マイナ保険証利用促進集中取組月間」における積極的な対応の 

協力依頼について 

 

日頃より、厚生労働行政の推進及びマイナンバー制度の円滑な運用に御協力

いただき、御礼を申し上げます。 

本年 12月２日より、現行の健康保険証の発行は終了し、マイナンバーカード

を健康保険証として利用すること（以下「マイナ保険証」という。）を基本とす

る仕組みに移行することとなります。 

ついては、本年 12月２日の行政手続における特定の個人を識別するための番

号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律（令和５年法律第 48号）の施

行までの間に、できる限り多くの方々に医療現場で実際にマイナ保険証を使っ

ていただきたいと考えており、５月から７月までを「マイナ保険証利用促進集中

取組月間」（以下「集中取組月間」という。）として、医療機関、保険者、経済界

とともに総力を挙げて取り組んでいるところです。 

 そうした中で、地域医療を支える公的病院・公立病院（以下「公的病院等」と

いう。）においては、受診患者数も多く、周辺の医療機関・薬局等への波及効果

も期待されることから、率先してマイナ保険証利用への対応を進め、その普及に

御協力いただきたいと願っております。 

公的病院等については、これまで、貴省庁を通じて、利用促進に向けた御協力

別添１ 



をお願いしてまいりましたが、集中取組月間の最終月に向けて、もう一段踏み込

んだ取組が必要と考えております。 

 

また、マイナ保険証の効果を拡充する電子処方箋についても、「医療ＤＸの推

進に関する工程表」（令和５年６月２日医療ＤＸ推進本部決定）において、「概ね

全国の医療機関・薬局に対し、2025 年３月までに普及させる。」とされており、

これまで、貴省庁を通じて、導入促進に向けた御協力をお願いしてまいりました

が、今年度中の導入を予定していない病院が少なからず確認されている状況で

す。 

一方、令和６年４月 22日デジタル行財政改革会議において内閣総理大臣から

も、厚生労働大臣へ政府目標に向けた対応を進めるよう指示があったところで

す。 

以上を踏まえ、昨冬以降実施してきた補助の拡充、診療報酬における加算の新

設等の支援策等も考慮の上、改めて、各所管省庁の担当部局におかれましては、

所管する公的病院等には可能な限り今年度中に電子処方箋を導入いただくよう、

その普及に御協力をお願いしたく存じます。 

貴省庁におかれましては、何卒上記の趣旨を踏まえ、下記について、御対応い

ただきますよう、御協力をよろしくお願いします。 

 

記 

 

 

１．公的病院等ごとのマイナ保険証利用率の公表について 

公的病院等における更なるマイナ保険証の利用促進の観点から、集中取組月

間の最終月である令和６年７月のマイナ保険証利用率を、公的病院等ごとに公

表することとします。 

また、公的病院等に対し集中取組月間の最終月に向けて、これまでのマイナ保

険証利用促進のための好事例も参考にしていただきながら、専用レーンの設置

や説明担当者の配置（他の業務との兼任可）等の取組や下記２．の取組も含め、

更なる取組が促進されるよう周知・フォローアップの御協力をお願いします。 

 

 

２．平均利用率を下回る公的病院等へのフォローアップの強化について 

マイナ保険証利用率ごとの施設数の分布では、令和６年５月の実績で、公的病

院等の約３割弱が、病院全体の平均利用率を下回っています。こうした現状を踏

まえ、令和６年５月の利用率が病院全体の平均利用率を下回る公的病院等への

フォローアップの強化に御協力をお願いいたします。 

具体的には、別添のフォローアップ票を対象の公的病院等に送付し、当該公的

病院等において記入いただき、貴省庁（厚生労働省においては、各部局ごと）に

おいて取りまとめの上、令和６年７月 19日（金）までに厚生労働省保険局（下

記の２．に関する提出先）に提出をお願いします。フォローアップ票は、自由記

載としておりますので、令和６年７月 19日までの取組事項の記載をお願いしま

す。 

なお、対象となる公的病院等の範囲について、利用件数ベースでの利用率（マ



イナ保険証利用件数/オンライン資格確認件数）で見た際に病院全体の平均利用

率を下回っているところに加え、レセプトベースの利用率（マイナ保険証利用人

数/レセプト件数）も併せて提供させていただきますので、当該利用率が低い公

的病院等に対して、フォローアップの実施をお願いします。 

また、対象の公的病院等には該当するものの、外来患者が極端に少ない等個別

の事情があり、フォローアップの対象にすることが適当ではないと貴省庁にお

いて考える場合には、デジタル庁及び厚生労働省に確認いただいた上で、当該公

的病院等をフォローアップ対象としないことも可能です。 

 

 

３．公的病院等における電子処方箋の令和６年度内の導入に向けた取組につい

て 

①令和６年度内の電子処方箋早期導入のための取組 

 「マイナ保険証の利用促進及び電子処方箋の導入に向けた積極的な対応の協

力依頼について」（令和５年 12月 11日付け厚生労働省医薬産業振興・医療情報

審議官、医薬局長、社会・援護局長及び保険局長並びにデジタル庁国民向けサー

ビスグループ統括官通知）により、電子処方箋の早期導入のお願いと、導入予定

時期の調査を行いましたが、当該調査の結果、導入予定時期が政府目標である令

和６年度末を超える施設や時期未定の施設が確認されています。改めて、別添７

の参考資料に記載された事項や導入支援等についても考慮の上、今年度中の導

入に向け、各病院の対応の促進をお願い申し上げます。 

 

②各医療機関における導入準備状況の調査 

 各公的病院等の医療機関における電子処方箋の対応状況及び導入予定時期に

ついて、別添５の記載要領を参照しつつ、公的病院等において別添６の回答票に

記入いただき、貴省庁（厚生労働省においては、各部局ごと）において取りまと

めの上、令和６年７月 19日（金）までに厚生労働省医薬局（下記の３．②に関

する提出先）に提出をお願いします。調査結果として提出いただいた各公的病院

等の導入予定時期については、周辺の医療機関・薬局を含めた地域一帯での面的

な導入拡大に繋がるよう、夏頃を目処に公表予定としています。その際、今年度

中に導入できない場合は、その理由も含めて公表を予定しておりますので、御了

知の上、各病院への周知・促進をお願いいたします。 

 

 

【２．に関する提出先（〆：令和６年７月 19日（金））】 

厚生労働省保険局医療介護連携政策課保険データ企画室 

アドレス：suisin@mhlw.go.jp 

電話番号：03-3595-2174（直通） 

 

【３．②に関する提出先（〆：令和６年７月 19日（金））】 

厚生労働省医薬局総務課電子処方箋サービス推進室 

アドレス：denshosuishin@mhlw.go.jp 

電話番号：03-3595-2377(直通) 

 

mailto:denshosuishin@mhlw.go.jp


【別添資料】 

・別添１：フォローアップ票 

・別添２：マイナ保険証参考資料①「一時金リーフレット」 

・別添３：マイナ保険証参考資料②「その他医療機関等に対する支援策、広

報素材等」 

・別添４：マイナ保険証参考資料③「医療機関での好事例集」 

・別添５：電子処方箋調査・記載要領 

・別添６：電子処方箋調査・回答票 

・別添７：電子処方箋・参考資料 



電子処方箋とは

電子処方箋とは、オンライン資格確認等システムを拡張し、現在紙で行われている処方箋の運用を、電子で実施する仕組み。オンライン
資格確認等システムで閲覧できる情報を拡充し、患者が直近処方や調剤をされた内容の閲覧や、当該データを活用した重複投薬等チ
ェックの結果確認が可能に。（令和５年（2023年）１月～運用開始）

病院・診療所 薬局

薬剤師

支払基金・国保中央会

Step③処方箋の登録 Step⑧調剤内容の登録

電子処方箋管理サービス

マイナポータルや
電子版お薬手帳アプリ

患者

マイナンバ
ーカード

Step①本人確認／同意

健康保険証
患者

患者

マイナンバ
ーカード

Step⑤本人確認／同意

健康保険証

オンライン資格確認等システム

Step④情報の閲覧

HPKI HPKI

Step②処方・調剤された情報や
重複投薬チェック結果の参照

Step⑥処方箋の取得
Step⑦処方・調剤された情報や

重複投薬チェック結果の参照

医師・歯科医師

電子カルテ
システムなど

薬局システム

医療ＤＸ推進本部において策定した工程表に基づき、医療ＤＸの推進に向けた取組について必要な支援を行いつつ政府を挙げて確実に実現する。

■経済財政運営と改革の基本方針 20 2 3（令和5年6月16日閣議決定）

すでに運用を開始している電子処方箋については、概ね全国の医療機関・薬局に対し、2025年3月までに普及させる。これにより、複数の医療機関に
かかっている場合に、処方･調剤する薬剤と服用中の薬剤の重複の有無や、飲み合わせに問題がないか等について、医療機関や薬局が確認できるようになる。

■医療DXの推進に関する工程表（令和5年6月2日医療DX推進本部決定）

別添２



電子処方箋の現在の普及状況と今後の医療DX施策との連携について①

○ 令和5年1月から運用を開始した電子処方箋は、令和6年6月９日現在で23,983施設にまで拡大。

○ 特に、①公的病院への導入要請、②電子処方箋導入補助の拡充、③診療報酬上の対応を軸とした様々な導入促進策

を講じることで、引き続き、早期の普及を目指して導入促進の流れを促進していく。

○ 更に、今年度は、マイナ保険証の利用促進や電子カルテ情報共有サービスの開発など、関連する医療DX施策とも連

携し、電子処方箋導入推進・周知広報を行い、効果的な活用事例を打ち出していく。

○ 補助上限拡充は、令和6年度も引き続き実施。
○ 都道府県の追加費用助成（補助率の引上げ）も準
備中。引き続き、実施に向けて働きかけ継続。

（※）現在、以下の都道府県において実施に向け準備中。
青森県、秋田県、山形県、福島県、群馬県、埼玉県、千葉県、
東京都、神奈川県、富山県、長野県、愛知県、三重県、大阪府、
広島県、山口県、福岡県、熊本県

公的病院への厚生労働大臣要請等
○ 大臣要請等を踏まえ、公的病院においては、
●（独）国立病院機構（NHO）、日本赤十字社、
国立大学病院、KKR（国家公務員共済組合連合
会）、都道府県立病院、市町村立病院において、既
に67の病院において、運用を開始済。今後も順次拡
大予定。

● 例えば、既に岩手県では、医療DXを県全体で推進
する方針を掲げ、公立病院が率先する観点から、全て
の県立病院において、令和5年度中に運用開始済。

○ 『第5回「医療DX令和ビジョン2030」厚生労働省
推進チーム』（令和5年11月17日開催）において、
武見厚生労働大臣から各公的病院団体に対し、マ
イナ保険証利用率向上・電子処方箋導入を要請。

○ 併せて、関係省所管の病院にも導入を要請

○ 昨年度の追加機能導入時に、補助上限拡充を実施。
○ 都道府県による追加導入費用の助成（補助率の引上げ）
も併せて新設

（※）医療機関・薬局は、導入補助と都道府県補助を併せて受給可能。
その場合の導入費用に対する財政支援全体の割合は最大で
以下のとおり。（上限額あり）

病院1/2、診療所・薬局（大手除く）3/4、大手ﾁｪｰﾝ薬局1/2

電子処方箋導入補助の拡充・診療報酬上の対応

○ 令和6年度診療報酬改定で「医療DX推進体制整備加算」を新設

第5回電子処方箋等WG資料1
（令和6年6月19日）



電子処方箋の現在の普及状況と今後の医療DX施策との連携について②

○ HPKI認証局にもご協力をいただきつつ、マイナポータル経由の電子署名申請のマニュアルを整備して公表。

○ 今月の診療報酬改定（医療DX推進体制整備加算の新設）や電子処方箋保存サービスの受付開始等、機会を捉えた周
知活動を今後も徹底し、導入推進・普及拡大を図る。

○ 病院等の導入施設の要望を踏まえ作成。
6月17日に厚生労働省HPにおいて公開。

○ リモート署名の普及も含め取り組む。

電子署名申請マニュアル 好事例の周知周知用資料の配付

○ 能登半島地震の被災により通院等が困難な
状況下でも、オンライン診療・電子処方箋に
より、患者の医療に貢献した事例。

○ 電子処方箋×タブレット端末の導入により、
完全ペーパレス化、業務時間、経費削減を
行った事例。

○ 既存のその他活用事例に加えて、今後も追加
していく。

○ 事業主の方に送付される社会保険料
の納入告知書（本年6月送付分）に、
電子処方箋のリーフレットを同封・
従業員への周知を呼びかけ。（ 全
国健康保険協会及び船員保険の約
278万事業所に送付予定）

○ その他、医療機関・薬局へリーフ
レットも送付予定。

第5回電子処方箋等WG資料1
（令和6年6月19日）



電子処方箋の普及・促進について

○ 令和6年6月9日時点で、電子処方箋導入済みの医療機関は2,690施設、薬局は21,293施設。導入済みの

薬局を中心に電子処方箋システムへの調剤情報の登録が進んでおり、重複投薬等チェックも累計１億回

以上実施。

○ 導入を阻害する要因として医療業界から挙げられる課題を十分に踏まえ、医療現場の負担軽減とメ

リットを増加するような対策を講じることで普及の加速を図る。

ICT基金・都道府県補助・診療報酬加算等により支援
• 導入補助として、既存のICT基金に加え、令和5年度補正予算で設けた
都道府県と協働した補助事業を最大限活用することにより負担を軽減。

• 令和6年度診療報酬改定で新設した「医療DX推進体制整備加算」に
より後押し。

地域一体で面的に普及
させる必要がある

費用の負担が重い

対応方針医療機関等が指摘する主な課題

都道府県との協働や見える化を強化
• 都道府県ごとの病院・診療所・薬局の導入率を定期的に公表し、利用
者（患者）にとっての利便性を向上するとともに普及拡大に繋げる。

• 都道府県と協力し、公立病院をはじめとした地域の中核医療機関への働
きかけを強化等。

※その他、先行施設の取り組みや各種好事例等の発信、国民向け周知等の対策を継続。

デジタル行財政改革会議
武見大臣提出資料

（令和6年6月18日）



施策名：電子処方箋の活用・普及の促進事業

① 施策の目的

③ 施策の概要

④ 施策のスキーム図、実施要件（対象、補助率等）等

② 対策の柱との関係

⑤施策の対象・成果イメージ（経済効果、雇用の下支え・創出効果、波及プロセスを含む）

オンライン資格確認等システムを導入した概ねすべての医療機関・薬局における電子処方箋管理サービス

の導入に向けて、その導入費用の助成を支援することで電子処方箋の活用・普及を促進する。

都道府県が第四期医療費適正化計画に基づき実施する電子処方箋の活用・普及に向けて、都道府県がその環境整備として行う医療機関等への導入

費用の助成を補助する。

電子処方箋の活用・普及を促進することにより、質の高い効率的な医療の提供に向けた医療DXの推進を図ることができる。

➣都道府県は活用・普及の促進施策の実施に向けて、電子処方箋の運用開始施設を一定数確保することにより、運用実績から得られる課題やデータ等に

関するリソースを確保。

➣運用開始施設を確実に確保するため、都道府県は導入費用に関する助成金※を支給し、給付を受けた施設は一定期間都道府県の取り組みへ協力。

（モニター、アンケート、セミナー、広報資材作成、データ提供等の協力が考えられる。）

※助成金と他の補助金を併せて受給することが可能（導入費用に対する財政支援全体の割合：病院1/2、診療所・薬局（大手除く）3/4、大手ﾁｪｰﾝ薬局1/2）

厚 生 労 働 省医 療 機 関 ・ 薬 局 都 道 府 県

補助金申請

補助金交付

(実施主体：都道府県、補助率：国2/3、都道府県1/3)

【○電子処方箋の全国的な普及拡大や機能向上の推進】 令和５年度補正予算 167億円
※一般会計
※補正新規

医薬局総務課
（内線2195）

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ

○

助成金申請

助成金支給

（電子処方箋導入施設）



事業の概要・スキーム

医薬・生活衛生局総務課（２１９５）

① 令和４年度から実施している医療機関・薬局に対する電子処方箋管理サービスの導入に係る費用への補助について、令和６年３月末までに導入し
た施設への特例補助率の適用を令和７年３月末導入施設までに継続した上、引き続き、令和６年度導入施設への補助を実施。

（補助の対象となる費用）
ア．基本パッケージ改修費用：電子カルテシステム、レセプト電算化システム等の既存システム改修にかかる費用
イ．接続・周辺機器費用：オンライン資格確認端末の設定作業、医師・薬剤師の資格確認のためのカードリーダー導入費用（カード取得費用は除く）
ウ．システム適用作業費用：現地システム環境適用のための運用調査・設計、システムセットアップ、医師、運用テスト、運用立会い等

（R4年度予算383.3億円、R5年度予算130.9億円）

大規模病院
（病床数200床以上）

病 院
（大規模病院以外） 診療所

大型チェーン薬局
（グループで処方箋の受付が
月４万回以上の薬局）

薬局
（大型チェーン薬局以外）

費用の
補助内容

162.2万円を上限に補助
※事業額の486.6万円の

1/3を補助
(通常補助率:1/4)

108.6万円を上限に補助
※事業額の325.9万円の

1/3を補助
(通常補助率：1/4)

19.4万円を上限に補助
※事業額38.7万円の
1/2を補助

(通常補助率：1/3)

9.7万円を上限に補助
※事業額38.7万円の
1/4を補助

(通常補助率：1/5)

19.4万円を上限に補助
※事業額38.7万円の
1/2を補助

(通常補助率：1/3)

6

① 医療情報化支援基金（電子処方箋） 医薬局総務課

① 令和６年度予算 172.0億円（130.9億円）

大規模病院
（病床数200床以上）

病 院
（大規模病院以外） 診療所

大型チェーン薬局
（グループで処方箋の受付が
月４万回以上の薬局）

薬局
（大型チェーン薬局以外）

費用の
補助内容

200.7万円を上限に補助
※事業額の602.2万円の

1/3を補助

135.3万円を上限に補助
※事業額の405.9万円の

1/3を補助

27.1万円を上限に補助
※事業額54.2万円の
1/2を補助

13.8万円を上限に補助
※事業額55.3万円の
1/4を補助

27.7万円を上限に補助
※事業額55.3万円の
1/2を補助

① 令和７年３月末までに新機能(リフィル処方箋、口頭同意による重複投薬等チェック結果閲覧、マイナンバーカードによる電子署名対応、処方箋ID
検索、調剤結果ID検索（薬局のみ）)と電子処方箋管理サービスの導入を同時に行った医療機関・薬局に対する費用への補助もあわせて実施。

② 電子処方箋の機能拡充の促進事業

② 令和５年度補正予算 76億円

大規模病院
（病床数200床以上）

病 院
（大規模病院以外） 診療所

大型チェーン薬局
（グループで処方箋の受付が
月４万回以上の薬局）

薬局
（大型チェーン薬局以外）

費用の
補助内容

45.2万円を上限に補助
※事業額の135.6万円を
上限に、1/3を補助

33.3万円を上限に補助
※事業額の100万円を上
限に、1/3を補助

12.3万円を上限に補助
※事業額24.5万円を
上限に、1/2を補助

6.4万円を上限に補助
※事業額25.6万円を
上限に、1/4を補助

12.8万円を上限に補助
※事業額25.6万円を
上限に、1/2を補助

② 電子処方箋を導入した医療機関・薬局に対して、電子処方箋管理サービスの新機能(リフィル処方箋、口頭同意による重複投薬等チェック結果閲覧、
マイナンバーカードによる電子署名対応、処方箋ID検索、調剤結果ID検索（薬局のみ）)導入費用の補助を実施。



（参考）都道府県補助事業のイメージ①（診療所の例）

ICT基金補助金
（実事業費の1/2）

25万円

例：診療所において、基本機能と追加機能を
一体で導入した実費用が50万円の場合

実事業費
（50万円）

基金補助
事業費上限額
（54.2万）

ICT基金補助額＝
実事業費の1/2
（25万円）

医療機関負担分

医療機関負担分

ICT基金補助金
（実事業費の1/2）

25万円

（注）助成金の支給対象となる施設の要件は、以下とする。
①既に電子処方箋を導入し、支払基金よりICT基金補助金の交付決定がされていること。
②都道府県が定める電子処方箋の普及・活用に資する取り組み（助成金受給後一定期間、都道府県が実施する電子処方箋の
活用等に関するモニター、アンケート、データ提供、広報資材作成へ協力、施設内に電子処方箋普及に関するポスターを掲示
すること等が考えられる。）を実施すること。

※ICT基金補助＝社会保険診療報酬支払基金が医療情報化支援
基金（ICT基金）を活用して実施する医療提供体制設備整備
交付金（電子処方箋管理サービス）により実施する補助

ICT基金補助
上限額の1/2
（27.1万円）

都道府県補助(※)
(事業費の1/4)

12.5万円

ICT基金補助

都道府県補助



（参考）都道府県補助事業のイメージ②（大規模病院の例）

ICT基金補助金
（事業費上限額の1/3）

200.7万円

例：大規模病院において、基本機能と追加機能を
一体で導入した実費用が650万円とした場合

実事業費
（650万）

基金補助

事業費上限額
（602.2万）

ICT基金補助額＝
事業費上限額の1/3

（200.7万）

ICT基金補助

都道府県補助

※ICT基金補助＝社会保険診療報酬支払基金が医療情報化支援
基金（ICT基金）を活用して実施する医療提供体制設備整備
交付金（電子処方箋管理サービス）により実施する補助

（※）助成金の支給対象となる施設の要件は、以下とする。
①既に電子処方箋を導入し、支払基金よりICT基金補助金の交付決定がされていること。
②都道府県が定める電子処方箋の普及・活用に資する取り組み（助成金受給後一定期間、都道府県が実施する電子処方箋の
活用等に関するモニター、アンケート、データ提供、広報資材作成へ協力、施設内に電子処方箋普及に関するポスターを掲示
すること等が考えられる。）を実施すること。

ICT基金補助金
（事業費上限額の1/3）

200.7万円

都道府県補助(※)
(事業費上限額の1/6)

100.3万円

医療機関負担分

医療機関負担分



病
院

医
科

診
療
所

歯
科

診
療
所

薬
局

合
計

北海道 0.4 3.3 0.2 34.8 11.0

青森県 1.1 2.6 0.2 49.2 17.9

岩手県 22.5 4.0 0.9 51.3 19.5

宮城県 3.1 3.7 0.2 39.5 14.3

秋田県 4.7 2.4 0.3 34.2 12.6

山形県 3.1 4.2 0.2 42.3 15.7

福島県 0.8 4.6 ー 45.6 16.0

茨城県 0.6 2.9 0.1 42.3 14.7

栃木県 0.9 3.6 ー 33.8 11.6

群馬県 0.8 3.2 0.1 38.2 12.5

埼玉県 1.2 3.7 0.0 35.1 11.9

千葉県 1.0 3.4 0.1 39.2 12.8

東京都 0.6 3.1 0.2 31.4 9.1

神奈川県 0.3 3.6 0.2 36.1 11.6

新潟県 ー 4.4 0.9 36.2 13.7

富山県 2.9 3.6 0.5 43.7 15.0

注1） 運用開始率＝電子処方箋運用開始施設数(R6.7.7時点）／オンライン資格確認運用開始施設数（R6.7.7時点） 注2） 「－」は運用開始施設数 ０を示す

都道府県施設別 電子処方箋管理サービス運用開始率（％） ＜令和６年７月７日時点＞

病
院

医
科

診
療
所

歯
科

診
療
所

薬
局

合
計

石川県 5.7 5.4 0.2 64.8 22.7

福井県 ー 3.6 0.3 30.4 10.0

山梨県 1.7 3.5 0.3 30.0 11.0

長野県 2.5 3.8 0.2 37.7 13.1

岐阜県 5.4 5.9 0.3 36.8 13.9

静岡県 0.6 4.0 0.3 41.7 15.0

愛知県 1.0 4.6 0.2 35.1 12.2

三重県 5.4 3.7 0.1 41.2 14.0

滋賀県 ー 3.2 0.2 37.4 13.0

京都府 1.3 2.7 0.3 44.5 12.5

大阪府 1.8 2.7 0.3 40.3 11.6

兵庫県 1.2 3.3 0.2 37.4 11.6

奈良県 ー 2.5 0.2 46.3 12.4

和歌山県 ー 1.8 ー 37.3 10.2

鳥取県 ー 4.5 0.8 41.9 14.2

島根県 6.5 4.8 ー 38.7 14.0

病
院

医
科

診
療
所

歯
科

診
療
所

薬
局

合
計

岡山県 1.9 3.8 0.1 55.9 16.1

広島県 4.8 5.0 ー 43.7 14.8

山口県 1.5 3.7 0.2 46.1 15.8

徳島県 1.0 2.3 ー 41.8 12.1

香川県 ー 2.5 0.2 34.1 11.2

愛媛県 ー 1.7 ー 45.5 13.0

高知県 0.9 3.9 ー 26.4 9.8

福岡県 2.5 3.2 0.1 40.3 13.0

佐賀県 1.1 2.2 ー 41.4 14.3

長崎県 1.4 1.7 ー 42.2 12.4

熊本県 2.0 2.7 0.3 42.8 13.7

大分県 2.6 1.4 ー 15.3 5.1

宮崎県 ー 2.4 ー 28.7 9.8

鹿児島県 2.2 3.4 0.1 51.2 16.6

沖縄県 1.1 3.1 ー 32.0 10.3

全国 1.7 3.4 0.2 38.4 12.4



病
院

医
科

診
療
所

歯
科

診
療
所

薬
局

合
計

北海道 2 83 4 770 859 

青森県 1 16 1 297 315 

岩手県 20 25 5 313 363 

宮城県 4 48 2 456 510 

秋田県 3 13 1 172 189 

山形県 2 28 1 246 277 

福島県 1 45 0 395 441 

茨城県 1 37 1 545 584 

栃木県 1 39 0 302 342 

群馬県 1 38 1 356 396 

埼玉県 4 133 1 1,063 1,201 

千葉県 3 103 4 997 1,107 

東京都 4 349 16 2,106 2,475 

神奈川県 1 212 8 1,452 1,673 

新潟県 0 50 9 404 463 

富山県 3 20 2 212 237 

都道府県施設別 電子処方箋管理サービス運用開始施設数 ＜令和６年７月７日時点＞

病
院

医
科

診
療
所

歯
科

診
療
所

薬
局

合
計

石川県 5 36 1 351 393 

福井県 0 15 1 92 108 

山梨県 1 18 1 134 154 

長野県 3 46 2 371 422 

岐阜県 5 72 3 366 446 

静岡県 1 85 4 774 864 

愛知県 3 211 7 1,214 1,435 

三重県 5 43 1 347 396 

滋賀県 0 27 1 244 272 

京都府 2 53 3 490 548 

大阪府 9 199 14 1,756 1,978 

兵庫県 4 142 4 1,000 1,150 

奈良県 0 24 1 247 272 

和歌山県 0 15 0 169 184 

鳥取県 0 17 2 114 133 

島根県 3 23 0 129 155 

病
院

医
科

診
療
所

歯
科

診
療
所

薬
局

合
計

岡山県 3 45 1 443 492 

広島県 11 101 0 647 759 

山口県 2 34 1 342 379 

徳島県 1 12 0 152 165 

香川県 0 16 1 173 190 

愛媛県 0 15 0 275 290 

高知県 1 14 0 99 114 

福岡県 11 122 4 1,146 1,283 

佐賀県 1 12 0 202 215 

長崎県 2 17 0 291 310 

熊本県 4 30 2 371 407 

大分県 4 10 0 84 98 

宮崎県 0 16 0 165 181 

鹿児島県 5 34 1 430 470 

沖縄県 1 23 0 173 197 

全国 138 2,766 111 22,877 25,892 



医療DXの推進に関する工程表〔全体像〕

2023年度
（令和5年度）

2024年度
（令和6年度）

2025年度
（令和7年度）

2026年度～
（令和8年度～）

マイナンバーカードと健康保
険証の一体化の加速等

電子カルテ情報の標準化等

自治体・医療機関/介護事業
所間の連携 等

・自治体が実施する介護、予
防接種、母子保健等の事業の
手続に必要な情報の連携

診療報酬改定DX
〔医療機関等システムのモダン
システム化〕

共通算定モジュールの設計・開発

マスタの開発・改善
電子点数表の改善

○令和6年秋
・保険証廃止

訪問診療等、柔道整復師・あん摩マッ
サージ指圧師・はり師・きゅう師の施
術所等でのオンライン資格確認の構築

マイナンバーカードと健康保険証の一体化の加速等

マスタ・コードの標準化の促進
提供拡大

スマホからの資格確認の構築

医療機関・薬局間だけでなく、自治体、介護事業所と情報を共有、マイナポで閲覧に加え、申請情報の入力

電子処方箋を実施する医療機関・薬局を拡大

診療情報提供書・退院時サマリーの交換
検査値〔生活習慣病、救急〕、アレルギー、薬剤禁忌、傷病名等を共有

順次、医療機関、共有する医療情報を拡大

概ね全ての
医療機関・薬局で導入

医療機関・薬局間での共有・マイナポでの閲覧が可能な医療情報を拡大

業務運用の見直し
医療機関・自治体との

情報連携基盤の整備
実証事業

マイナポの申請サイトの改修

マスタ及び電子点数表
改善版の提供開始

機能を更に追加しながら、
医療機関数を拡大

医療機関等のシステムについて、診療報酬の共通算定モジュールを通し、抜本的にモダンシステム化

共通算定モジュールのα版提供開始
先行医療機関で実施、改善

順次、機能を追加

診断書等の自治体への電子提出の実現
順次、対象文書を拡大

運用開始

運用開始

生活保護（医療扶助）のオンライン資格確認対応 運用開始

保険医療機関等のオンライン資格確認の原則義務化

➡医療機関・ベンダの負担軽減

➡医療機関・ベンダの更なる負担軽減
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救急時に医療機関等で患者の医療情報を閲覧できる
仕組みの整備

運用開始

運用開始し、普及

国民に直接メリットがある機能を開始 ⇒ ⇒ ⇒ 機能・実施自治体を拡大

下記について全国的に運用
・公費負担医療、地方単独医療費助成
・予防接種
・母子保健情報
・介護
・自治体検診
・感染症届出

自治体システムの標準化、共有すべき文書の標準化・クラウド化

先行実施

全国医療情報プラットフォームの基盤構築
（電子カルテ情報共有サービス（仮称）の整備）

本格実施

レセプト情報

電子処方箋

電子カルテ情報

医療情報化支援基金の活用による電子カルテ情報の標準化を普及

情報共有基盤の整備
共有等が可能な医療情報
の範囲の拡大

標準型電子カルテα版提供開始 本格実施

民間PHR事業者団体等と連携したライフログデータ標準化、医療機関実証、2025年大阪・関西万博も見据えたユースケース創出支援 順次、ユースケースを拡大

第２回医療ＤＸ推進本部
（令和５年６月２日）資料３


